
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年８月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２函第７８号 

事故等種類 衝突（消波ブロック） 

発生日時 平成２４年１１月１１日 １７時４０分ごろ 

発生場所 北海道網走市網走港 

 網走港東防波堤灯台から真方位１２５°１,５４０ｍ付近 

 （概位 北緯４４°００.９′ 東経１４４°１８.２′） 

事故等調査の経過  平成２４年１１月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三豊
ほう

健
けん

丸、１９.４２トン 

 ＨＫ２－１８９５３（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船首に破口を伴う凹損 

 事故等の経過  本船は、船長ほか４人が乗り組み、船長が、単独で船橋当直に就

き、操舵室右舷側に設置されたクラッチ及びスロットルレバーの後方

において、ダイヤル式の操舵リモコンを左手に持って操船し、約６ノ

ットの対地速力で南進して網走港港口に至った。 

船長は、南防波堤先端の網走港南防波堤東灯台（以下「南防波堤灯

台」という。）の灯光がほぼ右舷正横に見えたとき、港奥の水揚げ場

に向けるために操舵リモコンを右舵一杯に操作したところ、手が滑っ

て操舵リモコンを落としてしまい、落下した操舵リモコンが自身の足

に当たって動揺したこと、及び操舵室内が暗かったことから、操舵リ

モコンを操舵室の床から拾い上げるまでに数秒の時間を要した。船長

は、視線を前方に戻したところ、間近に南防波堤灯台の灯光が迫って

いたので、急いでクラッチ及びスロットルレバーを後進一杯に操作し

たものの、平成２４年１１月１１日１７時４０分ごろ、本船の左舷船

首が、南防波堤先端付近の消波ブロックに衝突した。 

 本船は、自力で航行して網走港内に着岸した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１６時０１分 

月没時刻：１４時０５分（月齢２６.１） 

 その他の事項 

 

船長は、本事故当日、視界は良好であったが、月明かりがない暗夜

で港口の南防波堤を視認できなかったため、南防波堤灯台の灯光を見

ながら、同灯台の近くを航行していた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、網走港港口付近において、港奥に向けて右転した際、船長

が右舵一杯に操作した状態で操舵リモコンを操舵室の床に落としたこ

とから、右転を続け、南防波堤先端付近の消波ブロックに衝突したも

のと考えられる。 

 船長が、操舵リモコンを落とした際、直ちにクラッチ及びスロット

ルレバーを後進に操作していれば、被害を軽減できた可能性があると

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、網走港港口付近において、港奥に向けて

右転した際、船長が右舵一杯に操作した状態で操舵リモコンを操舵室

の床に落としたため、右転を続け、南防波堤先端付近の消波ブロック

に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操舵リモコンを使用できない場合は、直ちに操舵スタンド等に切

り替えて操船を行うこと。 

 


